
職員によるオオキンケイギクの駆除を実施しました！

before

after

開花期：５月～７月
原産地：北アメリカ

抜き取り 集草
特定外来生物とは

海外から持ち込まれ、生態系などに
重大な被害を及ぼすものとして、「外
来生物法」に基づき指定された生物

栽培や保管、運搬、販売等が原則禁
止されており、違反すると罰則がある

のでご注意ください！

・根から抜く
・袋を密閉
・各自治体の処理方法
に従って処理

特定外来生物

オオキンケイギク

５月～７月に河川や道路沿いに多く咲く黄色い花は、オオキンケイギクという特定外来生物です。

岡山河川事務所では、５月２５日に旭川にある後楽園の駐車場で、事務所職員によるオオキンケイギクの抜き取りを行いました。
今回の抜き取りでは、約１時間の作業を２１名で行い、計３９袋分の駆除が完了しました。
抜き取ったオオキンケイギクは、すべて焼却処分を行います。

駆除のポイント
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